
千葉県

ください。)

法人県民税
法人税割

※４

※４

※４

※４

※４

２
号

備考

2026.4

0.32% -

所得のうち年400万円を超える金額

所得のうち年800万円を超える金額
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３
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　電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を
　除く)、導管ガス供給業、保険業、貿易保険業

②の法人

　電気供給業(小売電気事業等 、
　発電事業等及び特定卸供給事業 )

　特定ガス供給業 -

-

7.0%

1.0% 260%

事業の区分
地方税法

第72条の２
第１項各号

③
特別法人
（※２）

１
号

①
　普通法人、
　公益法人等
　人格のない
　社団等
（②、③

　を除く）

②
　外形標準
　課税法人
 (※１)

 50,000円

130,000円

540,000円

800,000円

法人の種類

40%

0.37% -

-

0.75% 40%

0.48% 62.5%

法人県民税・事業税・特別法人事業税等の税率は次のとおりです。
(税率は令和４年４月１日以後に開始する事業年度のものです。それ以前の事業年度については各県税事務所にお問い合わせ

4.9%

税率

法人事業税
特別法人
事業税

所
得
割

1.2%

所
得
割

所得のうち年400万円以下の金額 3.5%

0.5%

-

0.75%

税 率(年額)

１ 法人県民税均等割

２ 法人事業税・特別法人事業税・法人県民税法人税割

37%

1.8%

(※３)

所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 5.3%

7.0%

4.9%

1.00%

34.5%

30%

①及び③の法人

0.15% -

本県と他の２以上の都道府県とにおいて事務所等を
設けて事業を行う法人で、資本金の額又は出資金の
額が1,000万円以上のもの

収入割

収入割

所得のうち年400万円以下の金額 3.5%

区　　　　　　　　　　　　分

資本金等の額が1,000万円以下の法人又は公共法人及び公益法人等

資本金等の額が1,000万円を超え１億円以下の法人

資本金等の額が１億円を超え10億円以下の法人

資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人

 20,000円

付加価値割

資本割

所得割

収入割

付加価値割

資本割

収入割

0.77%

1.85%

区　　　　　　　　　　　　分

資本金等の額が50億円を超える法人

本県と他の２以上の都道府県とにおいて事務所等を
設けて事業を行う法人で、資本金の額又は出資金の
額が1,000万円以上のもの

　　所  得  割

　　付 加 価 値 割

　　資  本  割


